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意見書案第５号 
 
 

義務教育費の財源確保等に関する意見書 
 
 

義務教育について国が必要な経費を負担する義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均

等とその水準の維持向上を図ることを目的として、義務教育制度を財政面から支える重要

な役割を担っている。 

しかしながら、本制度は昭和６０年以来、制度改革及び歳出の抑制の観点から見直され

てきており、今年度は暫定的に４，２５０億円が税源移譲予定特例交付金として措置され

ているが、本制度を含む義務教育のあり方については、中央教育審議会で幅広く検討し、

平成１７年秋までに結論を得ることとされているところである。 

一方、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を見直す「三位

一体の改革」は、真の分権型社会を実現するために必要なものであるが、国は税源移譲や

権限移譲など改革の全体像を明らかにしていない状況である。 

このような中、地方の財源確保策が不十分なまま義務教育費国庫負担金が一般財源化さ

れた場合には、現行教育制度の根幹を揺るがすと同時に地方財政を圧迫し、義務教育の円

滑な推進に重大な影響を及ぼすことが懸念される。 

よって国におかれては、義務教育に係る予算について、地方財政を圧迫するような負担

転嫁とならないよう財源を確保するとともに、少人数指導等を目指す定数改善計画を早期

に策定し、行き届いた豊かな教育の実現に向けて、特段の措置を講ぜられるよう強く要望

するものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する｡ 
 

年 月 日 
 

議会議長名 
 
 衆 議 院 議 長 
 参 議 院 議 長 
 内 閣 総 理 大 臣  あて 
 総 務 大 臣 
 財 務 大 臣 
 文 部 科 学 大 臣 
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意見書案第６号 
 
 

住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書 
 
 
住民基本台帳制度は、昭和４２年の制定以来、住民の利便の増進、国及び地方公共団体

の行政の合理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公簿として、広く活用されてきた

ところである。 
しかしながら、住民基本台帳法によると、請求事由等を明らかにすれば、氏名、住所、

生年月日、性別の４情報を、原則として誰でも閲覧できる状況にあり、本年４月から個人

情報保護法が全面施行された中にあって、こうした住民基本台帳の閲覧制度に対する住民

の不満や不安が高まっているのも事実である。 
さらに、最近では閲覧制度が悪徳商法や犯罪事件に悪用されるなど、現実として住民の

権利を著しく侵害する事態も生じているが、自治体独自の取組だけでは補いきれない問題

であり、現行の閲覧制度の下では、自治体としては、こうした事態への対応は極めて困難

である。 
よって国におかれては、住民基本台帳法に何人でも閲覧を請求することができると規定

されている閲覧制度について、原則として行政機関等の職務上の請求や世論調査等の公益

に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講ぜられるよう強く要望するもので

ある。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
 

年 月 日 
 

議会議長名 
 
 衆 議 院 議 長 
 参 議 院 議 長  あて 
 内 閣 総 理 大 臣 
 総 務 大 臣 
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意見書案第７号 
 
 

障害者自立支援法案に関する意見書 
 
 
障害者の地域社会での就労と自立をねらいとし、これまで身体・知的・精神の障害種別

に分かれていた福祉サービスの一元化、支援の必要度合いに応じたサービスの利用、持続

可能な制度とするための応益負担などを柱とした、障害者福祉の総合化を図るための障害

者自立支援法案が今国会に提出され、審議されている。 
 しかしながら、福祉サービスを受ける際のサービス量及び障害に関する医療を受ける際

の医療費に応じて支払う、世帯同一生計を前提とした原則１割の自己負担や、施設での食

費・光熱水費の実費負担など、新たな利用者負担を含む同法案に対し、障害者やその家族

は、大きな不安を抱いている。 
 よって国におかれては、当事者である障害者の生活実態を踏まえ、法案の審議に当たっ

ては、次の事項について特段の配慮をされるよう強く要望するものである。 
 １ 利用者負担については、低所得者に対する特例措置を講ずるなど、過大な負担にな

らないようにし、一定の経過措置を設定すること。 
 ２ 障害者の就労と生活の場を確保するための経済基盤等を拡充すること。 
 ３ 各市町村が新制度を周知し、準備するための充分な期間を確保すること。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
 

年 月 日 
 

議会議長名 
 
 衆 議 院 議 長 
 参 議 院 議 長 
 内 閣 総 理 大 臣  あて 
 総 務 大 臣 
 財 務 大 臣 
 厚 生 労 働 大 臣 
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意見書案第８号 
 
 

ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策の継続に関する意見書 
 
 
国内でＢＳＥ（牛海綿状脳症）感染牛が確認されて以来、政府は、全頭検査の実施、特

定危険部位の除去及び飼料規制の徹底を図り、また、平成１５年に米国でＢＳＥ感染牛が

発見されてからは、米国産牛肉の輸入を禁止するなど、消費者の牛肉に対する信頼の回復

に努めてきた。 
しかしながら、ＢＳＥについては感染の原因を含めて科学的解明が十分されておらず、

国内でも新たな牛のＢＳＥ感染例や変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を原因とする死者

の発生など、依然としてＢＳＥに対する不安が続いている。 
このような中、政府は２０箇月齢以下の牛を全頭検査の対象から除外することとし、さ

らに米国産牛肉等の輸入再開に向けた動きを進めているが、安易な検査体制の緩和や性急

な輸入再開は、消費者の不安を増大させることになる。 
よって国におかれては、牛肉の安全性に対する国民の信頼を今後も確保するために、次

の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。 
 １ 米国産牛肉等の輸入を再開する際は、肉質チェックによる月齢判定の正確性や牛以

外の家畜への肉骨粉の使用による交差汚染の可能性など、米国のＢＳＥ対策の実効性

について、十分な科学的検証を行うこと。 
 ２ 国内のＢＳＥ対策については、特定危険部位の除去や飼料規制など、生産と流通に

関する適正な情報開示を行うことにより、国民の信頼を得ること。 
 ３ 地方自治体の自主的な全頭検査に対する財政的支援を継続すること。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
 

年 月 日 
 

議会議長名 
 
 衆 議 院 議 長 
 参 議 院 議 長 
 内 閣 総 理 大 臣 
 総 務 大 臣  あて 
 財 務 大 臣 
 厚 生 労 働 大 臣 
 農 林 水 産 大 臣 
 経 済 産 業 大 臣 




